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２ 計画の性格 
 

（１）地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係 
町が策定する「長泉町地域福祉計画」は、社会福祉法に準拠する法定計画として、総

合的な観点から地域福祉を推進していくために、町として今後取り組むべき課題を明ら

かにするとともに、その解決に向けて目標を掲げ、関連する施策の連携のあり方を定め

るものです。同時に、その目標達成のために期待される事業者・ボランティア団体など

の取り組みの方向性を示し、行政との連携のあり方を定めるものです。 

一方、長泉町社会福祉協議会が策定する「長泉町社会福祉協議会地域福祉活動計画」

は、町全体としての地域福祉を推進するにあたり、その中心的な役割を担っていく社会

福祉協議会の事業運営に関して、社会福祉協議会独自の行動計画として定めるものです。 

計画推進の効果を上げるため、本町では町と社会福祉協議会が車の両輪のような関係

にあることから、「長泉町地域福祉計画」と「長泉町社会福祉協議会地域福祉活動計画」

を一体的に策定します。また、町の上位計画である「第三次長泉町総合計画」との整合

性をはじめ、保健福祉に関わる各計画との関連を考慮しながら、計画を推進していきます。 

社会福祉法（抄） （昭和 26 年法律第 45 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の期間 
両計画の計画期間は、平成 19年度（2007 年度）から平成 23年度（2011 年度）

までの５か年とします。 

但し、取り巻く情勢の急激な変化に柔軟に対応できるよう、必要に応じて見直しを行

うものとします。 

（市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次

に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとす

るときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う

者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。 

１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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図 長泉町地域福祉計画と長泉町社会福祉協議会地域福祉活動計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康ながいずみ 21 
（第２次保健計画）
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福祉分野の法制度改革 

調 整 

◎対象者別の縦割り計画の解消と福祉施策全体にわたる総合化の実現、地域住

民や福祉サービス事業者等とのネットワーク構築 

◎福祉分野からまちづくりを考える住民参加機会づくりと、地域活動の促進

◎計画策定を通じた住民の福祉意識の高揚と地域コミュニティの活性化 

地域福祉計画策定のねらい 
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長泉町地域福祉計画 

福祉分野の目標設定、横割り・総合化の視点 

長泉町社会福祉協議会地域福祉活動計画 

地域福祉推進の実践的プログラム 

整合・調整
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地域福祉推進に係る具体的な内容 

①福祉サービスの適切な利用の推進 
②社会福祉を目的とする事業の健全な発達 

③地域福祉に関する活動への住民参加の促進 

(福祉・保健・
医療分野の
基本目標) 
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